
養殖場からの負荷低減と漁場環境改善
による水産資源の生産力の向上について
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資料５

養殖場における負荷低減対策



海面養殖業の位置付け

○ 我が国海面養殖業の生産量は１００万トン（平成25年）、生産額は３，９５４億円（平成24年）。

○ 海面漁業全体の生産に占める割合は、量で２１．２％（平成25年）、金額で３０．２％（平成24年）。

○ ブリ類は５６．１％、マダイは８０．３％、カキ類及びノリ類ではほぼ全量が養殖による生産。

生産量（千トン） 生産額（億円）

海面全体 4,729 13,107 

海面漁業 3,727 9,153 

海面養殖業 1,002 3,954 

うち 魚類 244 2,053 

貝類 336 569 

海藻類 420 1,152 

真珠 0【注2】 99 

その他 2 81

養殖業／総生産（％） 21.2 30.2 

対象種名
養殖生産量

（千トン）
総生産量
（千トン）

養殖の割合
（％）

（）は推定
主要生産県

魚類 244 3,116 7.8 
うち

ブリ類 151 269 56.1 鹿児島、愛媛、宮崎、大分、長崎
マダイ 57 71 80.3 愛媛、熊本、高知、三重

貝類 336 819 50.9 
うち

カキ類 167 - （100） 広島、宮城、岩手、岡山
ホタテガイ 168 518 32.4 北海道、青森、宮城

海藻類計 420 504 83.3 
うち

ノリ類 318 - （100） 佐賀、兵庫、福岡、熊本、香川、
愛知、三重、宮城、千葉

コンブ類 35 92 38.0 北海道、岩手

資料 ： 農林水産省『漁業・養殖業生産統計年報』

注 カキ類・ノリ類については漁獲量のデータがないため、

総生産量を「-」と表記し、養殖の割合を推定値とした。

資料 ： 農林水産省『漁業・養殖業生産統計年報』

注1 生産量は平成25年（概数）、生産額は平成24年（確報）

注2 真珠の生産量は20トン（平成25年、概数）

注3 「その他」はクルマエビ、ホヤ等

注4 捕鯨業及び種苗養殖は除く

○ 海面養殖業の位置付け ○ 主要養殖種の総生産量に占める割合（平成25年、概数）

指定水域における海面養殖業の生産状況

○ 東京湾、伊勢湾では、給餌の必要がないノリ養殖業による生産で占められている。
○ 瀬戸内海では、

・播磨灘～広島湾海域において給餌の必要がない藻類（ノリ）及び貝類養殖業が盛ん。
・外海に面した豊後水道海域において給餌を行う魚類養殖業が盛ん。

（千トン）

（24年） 魚類 貝類 藻類 合計

千葉県 0 0 15 15

東京都 - - - -

神奈川県 - - 1 1

合 計 0 0 16 16 

（千トン）

（24年） 魚類 貝類 藻類 合計

愛知県 - - 5 5 

三重県 0 4 11 15 

合 計 0 4 16 20 

（千トン）

（24年） 魚類 貝類 藻類 合計

大阪府 0 - 0 0 

兵庫県 1 8 70 79 

和歌山県 0 - 0 0 

岡山県 0 18 10 28 

広島県 1 114 3 118 

山口県 0 0 3 3 

徳島県 4 0 11 15 

香川県 10 1 23 34 

愛媛県 62 1 4 67 

福岡県 - 1 0 1 

大分県 26 0 0 26 

合 計 104 143 124 371 

◯東京湾

◯伊勢湾

◯瀬戸内海

資料：農林水産省『漁業・養殖業生産統計年報』



○基本方針
・農林水産大臣が、「持続的な養殖生産の確保を図るための基本方

針」を策定
○漁場改善計画

・漁協等は、基本方針に基づき、共同又は単独で養殖水産動植物の伝
染性疾病の予防措置を含む「養殖漁場の改善に関する計画」を作成

・都道府県知事が計画を認定
○勧告及び公表等

・都道府県知事は、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認めると
きは、漁場改善計画作成を勧告、従わない場合は公表等

○特定疾病（我が国未定着の疾病）のまん延防止
・都道府県知事は特定疾病について、移動制限、焼却、消毒等を命令

持続的養殖生産確保法

◆漁場改善計画のポイント
・漁協等が共同又は単独で計画を作成

→養殖業者自らが環境保全に関する取組
・養殖による負荷を漁場の自浄能力の範囲内に抑えることにより養

殖漁場環境の維持・改善を図り、持続的な養殖生産の確保を図る。
・漁協等による漁場環境モニタリング体制の整備

→モニタリング結果に基づき計画の見直しを行い、より効果的な
改善措置を講ずる。

『漁場改善計画の内容』
・対象水域と養殖水産動植物の種類
・養殖漁場の改善の目標 (水質、底質、飼育生物の状況)
・改善を図るための措置及び実施期間 (飼育密度、飼餌料の種類

及び制限、水産用医薬品の適正使用等)
・改善を図るために必要な施設及び体制整備(観測機器、へい死魚

処理施設、計画推進委員会の設置等)
・養殖漁場及び利用状況調査（水域調査、給餌量調査、病害調査等）

水産に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策

『環境負荷の少ない持続的な養殖業の確立』（抜粋）

・ 養殖業者が、漁協等が策定する「漁場改善計画」にお
いて設定された「適正養殖可能数量」を遵守して養殖を
行う場合に、資源管理・漁業収入安定対策によって減収
の補填を行うことにより、適正養殖可能数量の設定及び
遵守を促進し、漁場環境の改善を推進する。

（水産物の安定供給の確保）
第２条 水産物は、健全な食生活その他健康で充実した生
活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来
にわたって、良質な水産物が合理的な価格で安定的に供
給されなければならない。

２ 水産物の供給に当たっては、水産資源が生態系の構成
要素であり、限りあるものであることにかんがみ、その
持続的利用を確保するため、・・・環境との調和に配慮
しつつ、水産動植物の増殖及び養殖が推進されなければ
ならない。

（水産動植物の増殖及び養殖の推進）
第１６条 国は、環境との調和に配慮した水産動植物の増
殖及養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の生産及び
放流の推進、養殖漁場の改善の促進その他必要な施策を
講ずるものとする。

水産基本法

水産基本計画（Ｈ24年3月閣議決定）

■ 平成２６年１月現在、２７道県で ３ ３ ６の漁場

改善計画が策定さ れてお り 、魚類養殖業の総生産

量に占める比率（カバー率※）は、約９１．６％と

なってい る。

■ 香川、愛媛、大分県の魚類養殖業のカバー率

は、それぞれ約８７、９８、 ９ ４％であ る。

※）カバー率（％）

＝漁場改善計画が策定された養殖場での生産量×１００／全養殖生産量

漁場改善計画の推進 主な関連事業

海面養殖業の環境負荷低減対策

◯ 漁業収入安定対策事業（積立ぷらす）

以 下 の 取 組 を 行 う 養 殖 業 者 に 対 し て 、 漁

業 共 済 ・ 積 立 ぷ ら す の 仕 組 み を 活 用 し 、 よ り

漁 業 者 負 担 の 軽 減 を 図 り 、 漁 場 改 善 の 取 組

を 促 進 。

適 正 養 殖 可 能 数 量 の 設 定

○ 基 準 年 の 養 殖 数 量 に 対 し 、 ブ リ 、 カ ン
パ チ は １ ０ ％ 以 上 、 そ の 他 の 養 殖 対 象
種 は ５ ％ 以 上 、 活 け 込 み 数 量 若 し く は 施
設 台 数 等 を 削 減 し た 数 量 を 適 正 養 殖 可
能 数 量 と す る 。

○ 配 合 飼 料 の 割 合 を ク ロ マ グ ロ で ５ ０ ％ 、
ヒ ラ マ サ で ６ ５ ％ 以 上 に 高 め る 場 合 、 基
準 年 の 養 殖 数 量 を 適 正 養 殖 可 能 数 量 と
す る 。
（ 数 量 ５ ％ 削 減 よ り 漁 場 環 境 負 荷 が 軽
減 さ れ る 。 ）

漁場改善計画の取組（加入要件）



漁場環境の保全による
直接浄化対策

基本的な考え方

水産物の安定的な提供・国際化に対応できる力強
い水産業づくりの推進

災害に強く安全な地域づくりの推進

漁港漁場整備長期計画
における重点課題

豊かな生態系を目指した水産環境整備の推進

【成果目標】

・水産基本計画における自給率目標の達成のため、
概ね５年後に漁場整備により概ね１１万トンを増産。

・漁場整備は、水産基本計画における水産施策全体
による増産目標量の概ね１／３を担当。うち、５年間
の漁場整備の分担量を目標値に設定。

【事業量】
重点化を図りつつ、地域の要望にもとづき、成果目標

の達成のために必要な量を設定。

＊ これらは全国ベースであり、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に特定したもの
ではない。

漁港漁場整備長期計画（平成２４～２８年度）について

・ 概ね6.0万ｈaの魚礁や増養殖場の整備

・ 概ね23万ｈａの漁場の効用回復に資する堆積物除去等
を推進

・ 概ね5,500ｈaの藻場・干潟の造成に相当する水産資源
の生育環境を新たに保全・創造

○ 我が国全体の水産業をめぐる情勢の変化や今後
の水産施策の展開を踏まえて、水産基盤整備におけ
る課題に対応

○ 東日本大震災からの復旧・復興及び全国の漁港・
漁村の防災・減災対策を推進

○ 水産基本計画との密接な連携の下、資源管理の推
進、水産物の輸 出促進等と歩調をあわせつつ、漁
港・漁場・漁村の総合的かつ計画的な整備を推進

漁港漁場整備基本方針に即して、今後5年間（平成24～
28年度）に以下の課題に重点的に取り組む

重点課題と実施の目標



底質改善
浚渫 作れい

覆砂耕うん

干潟造成

藻場造成

砂の投入により人工的に干潟の造成 海底に堆積したヘドロ等の除去 海底に堆積した浮泥を排出させる
澪の掘削

自然石やコンクリートブロック等の
着定基質の設置により藻場の造成

貝桁網の曳航等による海底の撹拌 悪化した海底に良質な砂の散布

漁場環境の保全及び改善を図るために行う主要な取組

事業実施後の状況
(平成26年2月撮影)

取組前の状況福村工区

中林工区

大潟工区

橘工区

椿泊・阿南工区

伊島工区

波
沖

岸
天然の岩

コンクリートブロック囲礁

石

囲礁図ｲﾒｰｼﾞ

１０

１６．９

弁天岩

１０ｍ

３０ｍ

１０ｍ

１ ０

５

水深９ ｍ

計画平面図

事業実施箇所

位置図

山林からの浮泥の流出による海藻の胞子体の着底阻害及び海洋環境の変化などにより増加しているウニ、アメフラシ等によ
る食害により磯焼けが発生し、藻場が減少していた。
このことから、周辺藻場から自然に供給される胞子等の着定を促すことにより藻場を造成するため、
・自然石等の設置により基質の確保と海底面の嵩上げ
・食害生物の駆除

・着定基質表面の浮泥の除去 等を実施した。

■計画の概要（平成20～24年、瀬戸内海(紀伊水道)）

■対象地区；徳島県阿南地区

漁場保全の取組例（藻場造成：磯やけ対策）



藻場・干潟等の保全活動への支援

■水産多面的機能発揮対策（平成25～27年度）
水産業の再生・漁村の活性化を図るため、漁業者等が行う藻場・干潟等の保全活動

など水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する活動に対し、一定の費用を国が支援。

干潟の耕うんアマモの移植母藻の投入 食害生物の除去モニタリング

【事業の仕組】

【支援の対象（例）】

活動組織

○漁業者、住
民、学校、Ｎ
ＰＯ等で構成

○活動を推進

国

地域協議会

○都道府県、市町
村、学識経験者、
漁業者等で構成

○活動組織の指
導監督、交付金
の管理

【
交
付
金
】

【
交
付
金
】

【主な活動項目】

藻場の保全 干潟の保全

地球環境保全
左記のほか、
「国民の生
命・財産の
保全」、「漁
村文化の伝
承」に資する
活動の支援

最後に知っておいてもらいたいこと



ノリの品質低下（色落ち）問題

○ 主要なノリ生産地でノリの色落ち（品質の低下）が頻繁に発生。ノリの色落ちは価格の大幅な低下を
招き、ノリの養殖業の経営のみならず地域経済に深刻な影響。

○ これまでの水産庁による調査から、ノリの色落ちは栄養塩（窒素、リン）不足が主因。

○ 品質のよいノリを安定的に生産するためには、冬季に必要量の栄養塩の確保が必要であ

り、地域の実情に応じた取組の推進が課題。

◯ 瀬戸内海におけるノリ色落ちの発生状況

瀬戸内海は、有明海と並ぶ２大ノリ生産地の一つ。近年、ノリ色落ち

被害が拡大しており、特に１９年度は、漁期当初から大規模な色落ち被

害が発生し、生産量・金額ともに大きく減少した。近年では、漁期後半

の２～３月に大型珪藻の発生を伴う栄養塩不足により色落ちが発生。

過去１０年間の生産枚数、生産金額は減少傾向で推移。

◯ 栄養塩不足の原因

・ ノリと栄養塩の消費が競合する特定の大型珪藻プランクトンの大量

発生（低栄養塩になると発生しやすいという知見）

・ 河川からの栄養塩供給の減少

・ 海域の栄養塩レベルの長期的な低下（下水道処理の進展） 等

◯ ノリ色落ち対策について

① 新たなノリ色落ち対策技術開発事業（２２～２６年度）

海域への栄養塩の供給過程を明らかにし、ノリ養殖漁場に適正な栄養
塩を供給可能な水質レベルを維持・管理する手法を開発する。

② 赤潮・貧酸素水塊対策推進事業（漁場生産力向上のための漁場改
善実証試験）（２５～２９年度）

ノリ養殖場海域において、適正な栄養塩供給手法の実証試験などを行
う。

■色落ちしたノリ（上）
と通常のノリ（下）■

■瀬戸内海におけるノリの生産量・生産額の推移■

長期的に生産を安定させるためには、冬季の栄養塩
レベルの向上が必要
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出典：H25年度新たなノリ色落ち対策技術開発のうち「沿岸海域の
栄養塩管理技術の開発委託事業」 成果報告書
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■備讃瀬戸（岡山県海域）における海水中
の栄養塩濃度（DIN）とノリ色調との関係■

栄養塩
多少


